
「国が実施する統計調査に関する提案募集」
（2025年12月5日公表分）
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この度は、国勢調査の調査方法について御提案いただき、ありがとうございます。
インターネットでの回答を先行して受け付け、未回答の世帯に紙の調査票を配布する調査方法は、平成
27年国勢調査において実施しておりますが、調査事務の複雑化など課題があったことから、令和２年調
査以降は現在の方法により調査を実施しているところです。
次回調査に向けては、この度の御提案や令和７年国勢調査の実施状況も踏まえ、引き続き、時代に即し
た調査方法について検討を進めてまいります。

国勢調査

国勢調査の調査員をしている者です。
国勢調査の調査票の配布及び未提出者への督促について自治体判断で対面ではなく、ポス
トに投函する方法でも差し支えないという方法に変えていただきたいです。
理由は次のとおりです。
1つ目は、日中も夜間も働いている方も多く訪問しても留守なことが多い。また、日中自
宅にいても不審者だと思われ居留守を使われるので手渡しできない。
2つ目は、未回答世帯の分を周辺住民に聞き取ることは、不可能です。国勢調査の法律が
作られた時代はそれでも対応できたかもしれませんが、今は周りの住民のことを知らない
人がほとんどですし、近所の家の人の個人情報を答える人はほぼ居ないのではないでしょ
うか。

もちろん対面でなければ居住実態を確認できないというご主張もあるかと思います。
ですが、詐欺や強盗・不審者と疑われ、罵倒されながら国勢調査をする中で、今の時代に
合わせた方法で調査ができないのかと思った次第です。

総務省

この度は、令和７年国勢調査の調査員として調査活動に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
国勢調査は、我が国における全ての人・世帯の実態を把握するために実施する最も重要な統計調査であ
り、調査員が各世帯を実地に訪問し、調査時点における居住状況を確認した上で調査書類を配布する必
要があり、調査員の皆様には御負担をおかけしているところです。
その上で、今回の調査では、オートロックマンションや単身・共働き・外国人世帯の増加、調査員の高
齢化・なり手不足と言った調査環境の変化を踏まえ、市町村の実情に応じて、調査員が世帯と面接せず
とも、居住確認ができた時点で調査書類を郵便受けにポスティングすることを可能としたほか、調査員
が把握する調査事項の廃止やインターネット回答の更なる促進、外国人向けリーフレットの作成などに
より、調査員の皆様の負担の軽減を図ってまいりました。
また、一部の地域においては、マンション管理会社などに世帯の居住状況を確認した上で、郵送で調査
書類を配布できる仕組みを試行的に導入するなど、新たな調査手法の導入も進めてまいりました。
次回調査に向けては、この度の御提案や令和７年国勢調査の実施状況も踏まえ、引き続き、時代に即し
た調査方法について検討を進めてまいりますので、今後とも国勢調査への御支援の程よろしくお願い申
し上げます。

調査名 提案内容 担当府省 対応方策

国勢調査
インターネットで今回の国勢調査に回答済みです。
誕生した年は西暦と元号の選択になっていましたが、現住所などの設問では元号のみが表
記されていました。当然ながら、いずれも元号だけでなく、西暦も併記すべきです。

総務省
この度は、国勢調査に御回答いただきありがとうございます。
今回いただいた御提案の内容も踏まえ、次回調査に向けて検討してまいります。

国勢調査

本調査には人件費が約500億円、その他が約200億円と報道されておりました。同時に調査
員の不足などの諸問題も指摘されておりますが、調査方法についてはかなり改善の必要が
あるのではないでしょうか？
例えば
まず、ネットでの調査を実施し、未回答世帯に調査票を郵送して回答を収集する。残った
世帯にだけ調査員を派遣する。
全体のコントロールは現在より煩雑化するかも知れませんが、全体としては、人件費は大
幅に削減できるはずです。
ネットの利用は今後も益々拡がって行くはずですから。
5年に一度ですから、実施に半年掛かっても許容できるのではないでしょうか。

総務省
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（2026年3月26日公表分）
No

【国勢調査の効率化と「人件費・郵送費」の抜本的削減案】
国勢調査の窓口業務に従事した際、多額の予算投入に対する不満、直接配布の非効率さ
や、その他含め、現場でのトラブルを痛感したため、改善を提案します。

【現状の課題と無駄】
全世帯への一律な訪問・配布体制は、現代のライフスタイルにおいて極めて非効率です。
特に、膨大な数の調査員を動員する「人件費」が最大のコストとなっており、配布間違い
や、不在時のポスティングによる防犯上のリスクも深刻な課題です。

【改善案：ハガキによる段階的調査と対象外世帯の把握】
● 返送可能な「選択型ハガキ」の全戸郵送
全世帯に、回答用QRコードとID・PWを記載した圧着ハガキを郵送します。このハガキを
「一次選別」のツールとして活用します。
● ハガキに「対象外」の選択肢を設置
ハガキの回答項目に以下を設けます。
・ネットで回答する
・紙の調査票を希望する
・対象外（事業所、倉庫、空き家等）
特に、事業所への誤配布によるクレームは現場でも多く、ハガキ段階で「対象外」と申告
できる仕組みを作ることで、無駄な再訪問や、元主の手間と言ったトラブルを防ぎます。
● 徹底した人件費の削減
「ネット回答」およびハガキで「対象外」と判明した世帯には、調査員が訪問する必要を
なくします。紙を希望する世帯のみに絞って対応することで、調査員の数と動員時間を大
幅に減らし、最大コストである人件費を抑制します。
● 進捗状況の可視化による効率化
ネット上で世帯IDごとの回答状況（回答済／未回答／対象外）を地図上で公開します。こ
れにより、調査員が「どこに行くべきか」を即座に判断でき、無駄な巡回を根絶します。

【期待される効果】
・調査員動員数カットによる、数億円単位の人件費削減。
・紙資源の節約と、事業所等の把握による苦情の減少。
・「知らない人の訪問」を避け、公共料金同様の「ハガキ通知」にすることで国民の信頼
と回答率を向上。

【最後に】
この様な提案は、多かったのではと思いますが、あえて一国民の意見としてお伝えしま
す。
テクノロジーが進化した今、足を使った全戸配布という手法は限界に来ています。予算を
適切に配分し、より正確で効率的な調査体制へ刷新されることを強く期待します。

総務省

この度は、国勢調査の調査手法について御提案いただき、ありがとうございます。
国勢調査は、我が国における全ての人・世帯の実態を把握するために実施する最も重要な統計調査であ
り、調査員が各世帯を実地に訪問し、調査時点における居住状況を確認した上で調査書類を配布する必
要があるため、現在の方法により調査を実施しているところです。
その上で、一部地域においては、マンション管理会社などに世帯の居住状況を確認した上で、郵送で調
査書類を配布できる仕組みを試行的に導入するなど、新たな調査手法の導入を進めてまいりました。
次回調査に向けては、この度の御提案や令和７年国勢調査の実施状況も踏まえ、引き続き、時代に即し
た調査方法について検討を進めてまいりますので、今後とも国勢調査への御支援の程よろしくお願い申
し上げます。

1 国勢調査

調査名 提案内容 担当府省 対応方策
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（2026年4月24日公表分）
No

（2026年6月24日公表分）
No

1

調査名 提案内容 担当府省 対応方策

この度は、国が実施する統計調査についてご提案いただき、ありがとうございます。
ご提案いただきました内容につきまして、中央労働委員会が実施・公表しております「賃金事情等総合
調査」をご参照いただけますようご案内いたします。
本調査では、労働者一人平均の賃金改定率およびベースアップ（ダウン）分を毎年公表しており、各年
の数値を比較することにより、年単位での推移をご確認いただくことが可能でございます。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chingin/（賃金事情等総合調査の概要）
該当数値が記載されている表につきましては、下記のとおりとなっております。
・平成11年、14年、15年：第17表
・平成12年、13年、17年：第16表
・平成16年：第19表
・平成18年、19年、21年：第11表
・平成20年：第10表
・平成22年～24年：第9表
・平成25年、27年、30年：第9-2表
・平成26年、28年、29年、令和元年以降：第8-2表
なお、上記の数値につきましては、本調査の対象企業（原則として資本金５億円以上かつ労働者1,000
人以上の企業のうち、中央労働委員会が労働争議の解決に向けて行うあっせん、調停等の参考とするた
めの情報を収集することを目的として選定したもの）の中で、労働者一人平均の賃金改定率及びベース
アップ（ダウン）分について回答があった企業のベア上昇率を単純平均したものとなっております。

厚生労働省

ベアの上昇率に関する年単位の推移が確認出来る統計調査の必要を提案したいと考えてい
ます。
管見の限り直接にこれを確認出来る資料が見当たらなかった次第ではございますが、もし
既に公表されておられましたら申し訳ございません。

ベアの
上昇率に
関する

統計調査

調査名 提案内容 担当府省 対応方策

1 人口動態統計 死亡票において、死亡診断書と死体検案書を識別できるような項目をお願いしたい。 厚生労働省

調査項目の追加に当たっては、
・項目を追加することの政策的合理性・必要性
・調査受託者の事務負担の増加
を精査する必要があるとともに、自治体が所有するシステムを含め、システム改修予算等の確保も必要
となることから、現時点において、困難と考えます（なお、過去において他の調査項目の追加・変更に
係るシステム改修予算の確保ができなかった経緯があります）。

（※）人口動態調査の死亡票は、戸籍法により届け出られた届書を基に市区町村にて、戸籍情報システムに入力された届出情報
から人口動態調査に必要なデータを人口動態調査事務システムにて取得し、人口動態調査票を作成。したがって、人口動態調査
において調査事項の変更をするためには、
・人口動態調査事務システム（所有：市区町村）
・人口動態オンライン報告システム（所有：厚生労働省）
・人口動態調査票データの処理をしているシステム（所有：厚生労働省）
等、複数のシステムの改修が必要。
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